
 
 
 
 
 

 

令和８年１月３０日  

  

本市職員の給与支給に係る文書の所在不明について 

  

総務企画局人事部総務事務センターにおいて保管していた市長事務部局等の職員８，８

６８人に係る給与振込データ（平成２８年２月及び３月分）が記載された文書について、

保存期間の経過に伴い廃棄するため令和８年１月１６日に確認したところ、所在が不明と

なっていることが判明いたしました。  

なお、当該文書に係る個人情報の漏えいは確認されておりません。  

当該文書には給与を支給された方の個人情報が記載されており、対象となる方には多大

なる御迷惑と御心配をおかけすることについて深くお詫び申し上げます。  

 

１ 所在不明となった文書 

（１） 名称 

「預金口座振替による振込受付書」（平成２８年２月及び３月分） 

（２） 文書の内容 

    市長事務部局等の職員（８，８６８人）に平成２８年２月及び３月分の給与を振

り込む口座振替の依頼に対し、指定金融機関が受け付けたことを証する書類 

※ 市長事務部局等とは、上下水道局、交通局、病院局、消防局及び教育委員会以

外の部局です。 

※ 臨時的任用職員（当時）等は対象ではありません。 

（３） 文書に含まれる個人情報 

職員の氏名、職員番号、給与振込口座、給与支給額 

 

２ 経 過 

 ・平成２９年７月 

当該文書の保管を事務室から北庁舎の書庫に引き継ぐ手続を実施 

 ・令和 ３年５月 

当該文書の保存期間を令和６年度までに延長（令和７年度に廃棄予定） 

 ・令和 ８年１月１６日 

当該文書を廃棄するため保管書庫内を確認しましたが、所在を確認することができ

ず、それ以降発見できておりません。 

 

３ 原 因 

  当該文書は当初５年保存としており、文書管理システムにおいて保存期間を延長して

いますが、延長時に、当該文書を入れた文書収納用の段ボール箱に記載された廃棄年度

を変更していなかったものと考えています。また、当該文書を保管していた書庫は施錠

管理されており関係職員以外は立ち入ることはできず、当該文書は書庫外に持ち出す必

要があるものではないことから、当該文書を外部に持ち出した可能性は低いと考えてい

ます。このため、当該文書は、令和５年１０月の総務事務センターの事務室移転に伴い

書類の整理を行った際に、誤って他の文書とともに廃棄した可能性が高いものと考えて

います。 

 

 

 



   

 

４ 二次被害 

  現在のところ、二次被害の発生は確認されておりません。 

なお、当該文書は上記のとおり誤廃棄された可能性が高く、情報漏えいによる二次被

害が発生するおそれは低いと考えております。 

 

５ 今後の対応 

  今後も当該文書の捜索を継続します。 

保存期間を延長した場合は文書等に表示している廃棄年度を必ず変更し、文書を廃棄

する際は文書管理システムに登録された廃棄年度と照合する作業を徹底することにより

再発を防止し、文書を適正に管理していまいります。 

 

 

 

 

 

 
問合せ先 

川崎市総務企画局人事部総務事務センター 給与支給担当 

電話 ０４４―２００―２１３５ 


